
 

仕　様　書 

 

 

１　業務名 

マツダ CX-8（業務用仕様車）（車検有効分）の売却業務 

 

２　台数等 

６台 

（感染症患者搬送車両　令和５年５月８日以降患者搬送なし　消毒済み） 

 

３　引渡期限等 

契約締結後、別に定める。 

なお、引渡期限までに移転手続等も完了させること。 

 

４　車両基本情報等 

別紙１車両基本情報のとおり。 

 

５　車両履歴等 

別紙２車両履歴等(点検・修正)、別紙３車両写真のとおり 

 

６　所有権移転までの流れ 

（１）契約の締結・売買代金の支払い 

　一般競争入札落札者は、県が別に定める様式の契約書により、売買契約を締結する。 

　 契約に必要となる一切の費用は、買受人の負担とする。 

　売買代金支払日は、落札日以降、県が発行する納入通知書により、県が指定する納入期限（発

行から 10営業日（銀行の営業日））までに納付すること。　 

（２）引き渡し 

　売買代金支払日後に、県と調整した日程で、速やかに次の保管場所で車両及び冬用タイヤの引

き渡しを行う。 

　また、移転手続等も遅滞なく行うこと。 

 

保管場所一覧 

 

７　留意事項 

　　その他、この仕様書に定めのない事項については，買受者と協議してこれを定めるものとする。

 NO. 保管場所 所在地 備考

 
１ 県立広島学園

〒739-0151 
東広島市八本松町原 10844

Ｓ・Ｖ・Ｆ・Ｇ

 
２ 広島県庁

〒730-8511 
広島市中区基町 10-52

Ｓ・Ｖの冬用タイヤの

み保管

 
３

広島県西部東厚生環境事務

所・保健所

〒739-0014 
東広島市西条昭和町 13-10

Ｑ

 
４

広島県西部厚生環境事務

所・保健所

〒738-0004 
廿日市市桜尾二丁目 2-68

Ｐ


